
事業者健診結果をご提供ください 

協会けんぽに加入する40歳から75歳未満の方の 

健診結果に基づき、生活習慣の改善が必要な方に健康づくりのサポート（特定保健指導）

を行います。ご利用は無料（被保険者の場合）です。 

また、治療が必要な方には医療機関への受診を勧奨します。 

 事業者健診結果の保険者への提供については「高齢者
の医療の確保に関する法律」により義務付けられています。 
 
【高齢者の医療の確保に関する法律 第27条】 

2. 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法

その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 

3. 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保

険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 

①事業主様が健診結果通知の写しを協会けんぽに提供する 

②事業主様が健診結果データの提出の手続きを健診機関へ委任し、健診機関から協会けんぽ 

  へ提出する。（裏面「健診結果の提供にかかる同意書」を協会けんぽに提出） 

事業主様 健診機関 協会けんぽ 

①「健診結果の提供にかかる 

   同意書」の提出 

 

 

④対象者がいる場合、 

特定保健指導のご案内 
③健診結果データの提供 

提供した健診結果はどのような目的で使用されるのでしょうか？ 

高齢者の医療の確保に関する法律により、事業主様が健診結果を保険者へ提供することが

義務付けられており問題はありません。また、このような法律に義務付けがある場合、健診を受け

た方（従業員様）の同意も必要ありません。（個人情報の保護に関する法律第23条） 

健診結果は個人情報ですが、協会に提供しても大丈夫なのでしょうか？ 

どのような方法で提供すればいいのでしょうか？ 

 手続きの委任から健診結果データ提供までの流れ（②のケース） 

②同意書提出の連絡 

保健グループ ☎ 017-721-2723 
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健診結果の提供にかかる同意書 
 

 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第66条の規定に基づき実施した健康診断のう
ち、40歳以上75歳未満及び受診日において全国健康保険協会の被保険者資格を有する者
の特定健康診査項目の結果について、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律
第80号）第27条第2項及び第3項の規定に基づき、下記のとおり同意します。 
記 
•全国健康保険協会青森支部（以下「協会支部」という。）が健診実施機関より事業者健
診データの提供を受け、協会支部が指定する形式でのデータ作成を委託すること。 
２．事業者健診データの取得に際し、協会支部は、必要に応じ健診受診者の健康保険被
保険者証の記号・番号等に関する情報を健診実施機関に対して提供できるものとし、協
会支部が取得する事業者健診データについては、受診者自身の今後の健診・治療及び保
健師等による保健指導（特定健康診査を含む）・健康相談を受ける時並びに特定の個人
が識別されることがない方法で統計・調査研究を実施する場合に限り使用できること。 
３．特段の申し出がない場合については、次年度以降も引き続き本同意書は効力を有す
ること。（ただし次年度以降に健診実施機関に変更があった場合は除く。） 

令和  年  月  日 

 

                                                                                              

健診結果の提供にかかる同意書 

 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第66条の規定に基づき実施した
健康診断のうち、40歳以上75歳未満及び受診日において全国健康保険協会
の被保険者資格を有する者の特定健康診査項目の結果について、高齢者の
医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第27条第2項及び第3項の
規定に基づき、下記のとおり同意します。 

記 

 
１．全国健康保険協会青森支部（以下「協会支部」という。）が健診実施機関より事 
 業者健診データの提供を受け、協会支部が指定する形式でのデータ作成を委託する 
 こと。 
 
２．事業者健診データの取得に際し、協会支部は、必要に応じ健診受診者の健康保険 
 被保険者証の記号・番号等に関する情報を健診実施機関に対して提供できるものと 
 し、協会支部が取得する事業者健診データについては、受診者自身の今後の健診・ 
 治療及び保健師等による保健指導（特定健康診査を含む）・健康相談を受ける時、 
 並びに特定の個人が識別されることがない方法で統計・調査研究を実施する場合に 
 限り使用できること。 
 
３．特段の申し出がない場合については、次年度以降も引き続き本同意書は効力を有 
 すること。（ただし次年度以降に健診実施機関に変更があった場合は除く。） 

令和  年  月  日 


